
川口市生活困窮者自立相談支援事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

 生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、状態に応じた包括的かつ

継続的な相談支援を実施するとともに、地域における自立支援体制を構築することにより、

支援対象者の自立を促進することを目的として、自立支援事業を実施する。 

 本業務は、高度な専門性、創造力、経験等を必要とすることから、十分な相談体制の確保

と適切な支援の実施及び関係機関との連携の方策を積極的に提案できる事業者に委託する

ものである。 

 

２ 業務委託に関する事項 

（１）業務名 

川口市生活困窮者自立相談支援事業業務委託 

（２）選定方法 

   公募型プロポーザル方式 

（３）業務内容 

別紙「川口市生活困窮者自立相談支援事業業務委託仕様書」参照 

（４）委託業務の期間 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

   予算議決前の準備行為として実施するものであり、議会において予算の減額、否決

があったときは、本プロポーザルについて実施の効力を失う場合があり得るものとする。 

（５）委託料上限 

   １０２，７２７，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

    本委託業務の契約締結に係る上限額であり、この範囲内の見積額で予算見積調書が  

提出された場合に選考委員会への参加が可能である。 

    見積額が上限額を超えた場合には審査自体を行わない。 

 

３ 応募資格に関する事項 

（１） 法人格を有すること。 

（２）令和７・８年度川口市競争入札参加資格審査申請済みの者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない



者であること。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない

者であること。 

（６）公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、本市から入札参加等停止措置 

を受けている者でないこと。 

（７）公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、本市の締結する契約からの暴 

力団排除措置に関する要綱（平成１９年４月１日施行）に基づく入札参加除外措置を受 

けていないこと。 

 

４ 参加申し込み 

（１） 参加表明書等の受付期間   

令和８年１月１３日（火） 午後５時まで 

（２） 申請方法   

「１３ 担当課」まで、持参又は郵送により提出。 

持参の場合は、事前に「１３ 担当課」に連絡すること。 

郵送の場合は書留とし、提出期限内に必着のこと。 

（３） 提出書類   

ア 参加表明書（表紙） 

イ 団体概要調書（様式１） 

ウ 業務受託実績調書（様式２） 

エ 誓約書 

オ 予算見積書（任意様式） 

※消費税及び地方消費税の額を明示すること。 

消費税非課税団体の場合は、その旨を明示すること。 

 

５ プロポーザル参加に関する質疑及び回答 

（１）受付期間  

令和８年１月１３日（火）午後５時まで 

（２）質問方法 

質問書を添付した電子メールを「１３ 担当課」へ送信すること。 

（３）回答 

令和８年１月１６日（金）までに、参加申請のあった全事業者に対し回答を送信する。 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 

令和８年１月２８日（水）午後５時まで（必着） 



（２）提出方法 

「１３ 担当課」まで、持参又は郵送により提出。 

持参の場合は、事前に「１３ 担当課」に連絡すること。 

郵送の場合は書留とし、提出期限内に必着のこと。 

（３）提出書類 

ア 企画提案書 （表紙） 

イ 事業実施にあたっての提案（１）（様式３） 

ウ 事業実施にあたっての提案（２）（様式４） 

エ 事業実施にあたっての提案（３）（様式５） 

オ 事業実施にあたっての提案（４）（様式６） 

（４）提出部数 

１１部（正本１部、副本１０部）  

 

７ 業務委託候補者の選定に関する事項 

（１） 選定手順 

一次審査（書類）、及び二次審査（プレゼンテーション）により行い、次の評価項目に従

い選定する。 

（２） 一次審査 

提出された書類により参加資格の有無及び見積書について審査する。 

ア 審査基準  

  「３ 応募資格に関する事項」に定める応募資格に関する事項を満たしていること。 

  「１０ 参加事業者の失格」に定める条件に該当しないこと。 

  委託料上限内の企画提案であること。 

    イ 審査結果の通知 

       審査結果については、令和８年１月１６日（金）までに通知する。 

（３）二次審査（プレゼンテーション） 

    一次審査を通過した者について、企画提案書の内容についてプレゼンテーションを行    

    い「川口市生活困窮者自立相談支援事業業務委託等プロポーザル方式業者選定委 

員会」（以下「委員会という。」）が審査を実施する。 

ア 審査の方法 

・評価は参加事業者ごとに評価項目に基づき行う。 

      ・評価項目の合計点が上位の者を契約予定業者として決定し、次に得点の高い者 

を次点の契約予定業者として決定する。 

      ・最高得点に同数があった場合は、委員会が決定する。 

      ・参加事業者が１社の場合も選定を行う 

      ・契約予定事業者が何らかの理由により契約が不可能となった場合は、次点の者 



       を契約予定事業者とする。 

     

イ プレゼンテーションの方法 

      ・プレゼンテーションの実施予定日は「１１ スケジュール予定」のとおり。 

      ・会場及び時間等の詳細については別途通知する。 

      ・プレゼンテーションは概ね３０分とする。（説明２０分 質疑１０分） 

・パソコン、プロジェクター等の持込み及び追加資料等の配布は禁止する。 

 

８ 委員会審査に係る評価項目及び評価の視点 

 

評価項目 評価の視点 

１ 業務の実施方針・実施計画 

 

・事業目的の理解度 

・目標達成に向けた実施方針の明確性 

・実施手法の的確性・スケジュールの妥当性 

・提案内容の独自性 

２ 業務の実施体制・実施手法 

 

 

・実施体制 

・アウトリーチに関する手法 

・就労支援等の他の事業及び関係機関との連携 

・地域や関係機関との連携の手法 

・早期発見による相談支援及びフォローアップに関す 

る手法 

３ 事業経費 ・本事業にあたっての費用の見積額及び内訳 

 

９ 結果の公表 

  選定結果については、本市ホームページで公表するとともに、令和８年２月中に参加申請 

のあった全事業者に通知する。 

  ただし、契約予定事業者以外の事業者を特定できる情報は一切公開しない。 

 

１０ 参加事業者の失格 

（１）参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）見積額が限度額を超えている場合 

（４）プレゼンテーションに参加しなかった場合 

（５）選定の公平性を害する行為があった場合 

（６）前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、委員会委員長 



が失格であると認めた場合 

 

１１ スケジュール予定 

 

参加表明書等の提出期限 令和８年 １月１３日（火）午後５時まで 

質問受付期間 令和８年 １月１３日（火）午後５時まで 

質問回答日 令和８年 １月１６日（金） 

１次審査結果通知 令和８年 １月１６日（金） 

企画提案書等提出期間 令和８年 １月２８日（水）午後５時まで 

プレゼンテーション 令和８年 ２月 ６日（金） 

最終決定通知 令和８年 ２月中を予定 

本業務委託開始 令和８年 ４月 １日 

 

                                                                                                                             

１２ 留意事項 

（１）プロポーザルに係る書類の作成及び提出に係る費用並びに審査委員会への参加費 

用はすべて参加者の負担とする。 

（２）提出された参加表明書、質問書及び提案書は返却しない。 

（３）提出書類等は、本業務の委託候補者の選定以外の目的には使用しない。なお、提出 

された書類は、川口市情報公開条例に基づき、公開することがある。 

（４）参加申し込み後に辞退する場合はその旨申し出ること。 

（５）本件は、川口市議会での予算案が成立することを条件とする。 

 

１３ 担当課 

川口市 福祉部 生活福祉１課 自立支援係（担当：河原、西中） 

所在地：川口市中青木１－５－１ 市役所第三庁舎４階 

 （郵送の場合の郵送先：〒３３２－８６０１ 川口市青木２－１－１） 

電話：０４８－２７１－９３９７ 

ＦＡＸ：０４８－２５７－６６００ 

Ｅメール：083.01500@city.kawaguchi.saitama.jp 

 

                                                                                                                                                     


